
令和７年３月２０日 

市民センター館長各位 

 

デジタル市役所推進室 

DX 推進課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デジタル活用講座を開催しませんか 

 近年、デジタル化が進む中、スマートフォン等を活用できないことにより必要

な情報やサービスを受けられない場合があります。つきましては、デジタル機器

の操作に詳しい講師を派遣する「デジタル活用講座」を実施する市民センターを

募集します。詳細は下記のとおりです。 

無料で講師派遣します！ 

＜講座概要＞ 

【講座内容】スマートフォン等の操作をしたことがない方や操作に不慣れな方

に向けた基本操作等の講座を開催する。 

【実施期間】令和７年５月～令和８年３月の平日 

【実施箇所】市内の全市民センターが対象 

【所要時間】1パッケージあたり１８０分程度 

（事前準備３０分＋１講座目６０分＋休憩１０分＋ 

２講座目＋α６０分＋撤収２０分） 

【内  容】市民センターの希望により以下３つより選択可能 

  パッケージ 1: 「初めてのスマホライフ」 

スマホ初心者や、基本的な機能を使いこなしたいシニア層向け。 

スマホの基本機能を使って、毎日の生活を便利に楽しくするための基礎

知識を提供。 

●1講座目 お出かけ編: 地図とカメラを活用してみよう 

（マップ、経路検索、カメラ撮影、メモ活用） 

●２講座目 LINE 編: LINE を活用してみよう 

（LINE で連絡してみよう、友達追加、写真・スタンプ） 

＋α フェイクニュースや誹謗中傷の対策の紹介 

 

別紙３ 
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パッケージ 2: 「エンジョイ スマホライフ」 

自分の気になることを調べたり、趣味を充実させたい人などにぴったり。 

日常生活の中でスマホを通じて新しい発見に触れるための情報を提供。 

●1講座目 調べもの編: Google アプリを活用してみよう 

（Google アプリで検索、Google レンズで調べもの） 

●2講座目 動画編: 楽しく動画を視聴しよう 

（YouTube 体験、見たい動画検索のコツを習得） 

＋α フェイクニュースや誹謗中傷の対策の紹介 

 

パッケージ 3: 「安心・安全・便利なスマホ活用」 

スマホを安全に使いながら、日常生活を便利にする方法を学ぶ。 

また、防災情報の取得方法を習得し、災害時に備えることができる。 

●1講座目 スマホ決済編: スマホ決済とセキュリティ対策 

（スマホ決済、安心して利用するための心得） 

●2講座目 防災編: スマホで始めよう！防災の備え 

（防災速報、LINE で位置情報） 

＋α フェイクニュースや誹謗中傷の対策の紹介 

 

【定  員】各回２０人まで 

※最低開催人数１０人 

（１０人に満たない場合、開催日の１週間前までに、講師側へ中止

の連絡が必要です。） 

【対 象 者】スマートフォン等の操作をしたことがない方や操作に不慣れな方 

※年齢制限はありません 

【参 加 費】無料 

【市民センターにしていただきたいこと】 

・会場の確保（設営や撤収も含めて１８０分） 

・広報及び受講者の募集、受付 

・会場で使用する机、椅子、スクリーンの準備 

 （配置は講師側で調整いたします。） 

講座ではプロジェクターを使用しますので、投影するスクリーンをご準

備ください。プロジェクターは講師側が持参します。なお、スクリーンが

ない場合は白い壁等でも構いません。 

 

-14-



  

＜申込・問合せ＞ 

【申込先】各区役所コミュニティ支援課 

【当事業についての問い合わせ先】 

デジタル市役所推進室 DX 推進課 

digi@city.kitakyushu.lg.jp   

℡：582-2144 担当：松下、渡辺 

 

【申込方法】 

  実施希望の際には、下記２点を各区役所コミュニティ支援課へお知らせく

ださい。 

（１）講座内容の選択（上記パッケージ１～３） 

（２）開催希望日（第１希望～第３希望まで） 

【申込期限】令和７年４月１０日（木） 

【決定通知】令和７年４月下旬 

【備考】 

・スマートフォンは事業者が準備したものをお使いいただきます。 

・市民センター利用申込書は、市民センターで作成をお願いします。 

・複数日の開催希望も受け付けます。 

・できる限り開催希望に沿うようにしますが、申し込み多数の場合は適宜、

調整させていただきます。 

 

【その他】 

受講者募集の際には、障害者の方も参加できるよう、以下の内容をご案内

いただくよう、ご配慮をお願いします。 

------------ 

障害のある方は、障害福祉ボランティア協会の『パソコンサポーター派遣事業』

(詳細別紙)をご利用いただくことで講座中の個別の支援を受けることが可能で

す。まず事前に障害福祉ボランティア協会にご相談ください。 

公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会 

電話：093-882-6770 FAX：093-882-6771 

メールアドレス：XLZ02133@nifty.ne.jp 

------------ 

 

-15-

mailto:digi@city.kitakyushu.lg.jp
mailto:XLZ02133@nifty.ne.jp


 
 
  

-16-



 

-17-



令和６年度「デジタル活用講座」実施予定一覧

◆ 令和6年度 計40回（31センター）で実施予定 （1/31時点、464名受講済）

新聞・テレビ報道後の反響で12回（9センター）で追加決定
◆ 講座内容 【入門編】『初めて触る！スマートフォン体験講座』

【基本編】『スマホデビューからもう一歩！ LINE ・ スマホ決済編』

No. 実施日 実施センター 区 講座 追加 人数

1 10/10 守恒市民センター 小倉南区 入門編 21

2 10/17 守恒市民センター 小倉南区 基本編 24

3 10/17 長行市民センター 小倉南区 基本編 18

4 10/21 陣山市民センター 八幡東区 基本編 14

5 10/29 筒井市民センター 八幡西区 基本編 16

6 10/31 池田市民センター 八幡西区 入門編 10

7 11/12 千代市民センター 八幡西区 入門編 9

8 11/14 医生丘市民センター 八幡西区 基本編 18

9 11/21 枝光北市民センター 八幡東区 基本編 9

10 11/22 足立市民センター 小倉北区 基本編 9

11 11/22 上津役市民センター 八幡西区 基本編 13

12 11/28 中尾市民センター 八幡西区 入門編 16

13 11/28 中尾市民センター 八幡西区 基本編 19

14 12/2 折尾東市民センター 八幡西区 基本編 10

15 12/5 祝町市民センター 八幡東区 入門編 18

16 12/5 永犬丸市民センター 八幡西区 入門編 6

17 12/10 沼市民センター 小倉南区 基本編 18

18 12/11 二島市民センター 若松区 入門編 18

19 12/23 黒崎市民センター 八幡西区 基本編 18

20 1/16 島郷市民センター 若松区 基本編 〇 8

21 1/20 高須市民センター 若松区 入門編 〇 18

22 1/22 赤崎市民センター 若松区 基本編 〇 14

23 1/22 二島市民センター 若松区 基本編 19

24 1/23 志井市民センター 小倉南区 基本編 〇 21

25 1/24 青葉市民センター 若松区 入門編 14

26 1/24 大蔵市民センター 八幡東区 基本編 19

27 1/30 祝町市民センター 八幡東区 基本編 18

28 1/30 天神市民サブセンター 八幡東区 入門編 17

29 1/30 八枝市民センター 八幡西区 入門編 13

30 1/30 城野市民センター 小倉南区 入門編 〇 7

31 1/31 青葉市民センター 若松区 基本編 12

32 2/4 熊西市民センター 八幡西区 基本編

33 2/6 城野市民センター 小倉南区 入門編 〇

34 2/6 香月市民センター 八幡西区 基本編 〇

35 2/10 上津役市民センター 八幡西区 入門編 〇

36 2/13 高蔵市民センター 小倉南区 入門編 〇

37 2/18 若園市民センター 小倉南区 入門編 〇

38 2/25 若園市民センター 小倉南区 基本編 〇

39 2/25 香月市民センター 八幡西区 基本編 〇

40 3/13 引野市民センター 八幡西区 基本編

内訳：小倉北（1）、小倉南（10）、若松区（7）、八幡東（6）、八幡西（16）
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令和 7年 3月 4日 

区役所総務企画課長 様 

デジタル市役所推進室   

DX 推進課長 西原 克幸 

 

 

スマサポ号の区役所での開催について（依頼） 

 

 デジタル・デバイド対策の一環として市民センターで実施している「デジタル活用講

座」については、市民の関心度も高く、令和６年度は追加開催を行うなど好評を得たと

ころですが、また、受講者からは、「スマートフォンを生活に取り入れたい」、「スマート

フォンの使い方を復習したい」といった声が多く出ており、この度、民間の協力事業者

であるソフトバンク㈱から、少人数を対象にした移動型スマホ教室の巡回開催（無料実

施）について協力打診を受けたところです。 

 つきましては、移動型スマホ教室の開催について、下記のとおり照会いたしますので、

各区で実施に関してご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 事業内容 

 別紙１ 「移動型スマホ教室（スマサポ号）について」のとおり 

 別紙２ 「スマサポ号の市内実施について」のとおり 

 

２ スケジュール 

 ・3/10 週 DX 推進課から各区へ依頼（個別説明・調整を実施予定） 

 ・3/28 区毎の開催月と実施場所を決定 

 ・4 月～ 運用スタート 

※コミュニティ支援課長会議(3/14)で、例年の自治会対象スマホ講座のご案内時に、

スマサポ号の地域での利用について地域振興課から紹介する予定。 

 

３ 依頼事項 

（１） 区毎の開催月及び実施場所について調整の上、別紙３調査票を回答 

（２） 回答期限：令和 7年 3月 28 日（金）までに DX 推進課へ回答 

 

４ 添付資料 

 別紙１ 移動型スマホ教室「スマサポ号」資料 

 別紙２ 移動型スマホ教室の市内開催について 

 別紙３ 調査票 

 

 

【問合せ先】 

  デジタル市役所推進室 DX 推進課 

digi@city.kitakyushu.lg.jp   

  ℡：582-2144 担当：松下、渡辺  
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別紙２ 

移動型スマホ教室「スマサポ号」について 
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別紙２ 
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別紙２ 
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別紙２ 

 

（参考）講座メニュー 
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別紙２ 
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別紙２ 

移動型スマホ教室「スマサポ号」 

 

DX 推進課 

 

１ 実施目的 

 ・市民センターで実施するスマホ講座（主催：DX 推進課）の受講生が、復習や更なるス

キルアップを図るために受講する際に活用するもの。 

 ・町内会で実施するスマホ講座（主催：地域振興課）について、受講生が定員に満たず

実施できなかった場合に補完として実施するもの。 

 

２ 実施概要 

（１）ソフトバンク㈱からは、北九州市向けに毎週金曜日で枠が確保いただいており、6

週ずつのサイクルで実施区を回る想定です。 

   なお、車両の空き状況によっては、個別のイベント等で土日開催を個別に打診する

ことも可能です。 

（２）1日あたり 11：00～17：00 で開催し、1講座あたり 60 分（1日計 4回）開催しま

す。 

（３）1講座あたりの受講者は 3名（1日 12 名）となります。 

（４）講座内容（DX 推進課：想定案） 

1 講座目 

11:00～12:00 

2 講座目 

12:30～13:30 

3 講座目 

14:30～15:30 

4 講座目 

16:00～17:00 

1 週目 これでスマホの使い方はばっちり 

Android の使い方

（基礎編) 

Android の使い方

（応用編) 

iPhone の使い方

（基礎編) 

iPhone の使い方

（応用編) 

2 週目 マイナポータルマスター 

Android の使い方

（基礎編) 

iPhone の使い方

（応用編) 

マイナポータルの

活用方法 

健康保険証利用の

登録・公金受取口

座の登録 

3 週目 もしものときにも、便利なスマホ 

Android の使い方

（基礎編) 

Android の使い方

（応用編)  

オンライン診療の

利用方法 

始めよう！災害の

備え 

4 週目 お買い物をより便利に楽しく 

Android の使い方

（基礎編) 

iPhone の使い方

（応用編) 

アプリでネットシ

ョッピング 

フリマアプリで購

入や出品 

5 週目 安全にスマホを使いこなそう 

Android の使い方

（基礎編) 

Android の使い方

（応用編) 

スマホのセキュリ

ティについて 

フィルタリングと

ネットの危険性 

6 週目 便利な選択肢を広げよう 
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別紙２ 

マイナポータルの

活用方法 

スマホ決済の 

使い方 

e-Tax の利用方法 アプリでネットシ

ョッピング 

※その他の講座メニュー（別紙１参照）をご希望の場合はご相談ください 

（５）スマートフォンはスマサポ号が準備するので受講者の持参は不要です。 

 

３ ご協力いただきたい事項 

 ①実施場所の確保： 

  区役所駐車場などで駐車場 2台程度のスペースが必要となります。 

 ②トイレ： 

  実施場所から徒歩圏内に利用可能なトイレが必要です。 

 ③市民周知： 

  開催に先立ち、市政だより（区版）掲載等の周知協力が必要です。 

 

４ その他 

（１）電話対応（コールセンター有）、当日の受講者対応はすべてソフトバンクが行うた

め、当日の立ち合いは不要です。 

（２）実施に関する費用負担はありません。当日の電源確保も不要です。 

（３）区役所駐車場等以外に区が指定する別の場所に変更も可能です。 

（４）コミュニティ支援課長会議(3/14)で、例年の自治会対象スマホ講座のご案内時に、

スマサポ号の地域での利用について地域振興課から紹介する予定です。 

   もし自治会から設置希望がありましたら、区の開催月の範囲内で個別に調整させて

いただく予定です。 
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別紙３

スケジュール案

会場 場所
備考

（講座内容の変更希望など）

4月4日(金)

4月11日(金)

4月18日(金)

4月25日(金)

5月2日(金)

5月9日(金)

5月16日(金)

5月23日(金)

5月30日(金)

6月6日(金)

6月13日(金)

6月20日(金)

6月27日(金)

7月4日(金)

7月11日(金)

7月18日(金)

7月25日(金)

8月1日(金)

8月8日(金)

8月15日(金)

8月22日(金)

8月29日(金)

9月5日(金)

9月12日(金)

9月19日(金)

9月26日(金)

10月3日(金)

10月10日(金)

10月17日(金)

10月24日(金)

10月31日(金)

11月7日(金)

11月14日(金)

11月21日(金)

11月28日(金)

12月5日(金)

12月12日(金)

12月19日(金)

12月26日(金)

1月9日(金)

1月16日(金)

1月23日(金)

1月30日(金)

2月6日(金)

2月13日(金)

2月20日(金)

2月27日(金)

3月6日(金)

3月13日(金) 予備日

3月20日(金) 予備日

3月27日(金) 予備日

令和7年度移動型スマホ教室実施調査票

○○区

開催日時に要望がある場合は
こちらに記入お願いします→

戸畑区

北九州市役所（仮）

コミュニティ支援課　担当者名　○○

門司区

小倉北区

小倉南区

若松区

八幡東区

八幡西区

・「場所」にスマサポ号を駐車する場所を記載をお願いします。

・駐車場所に印をつけた地図等を添付し、令和7年3月28日（金）までにDX推

進課（digi@city.kitakyushu.lg.jp）へご提出願います。
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令和７年３月１４日 

保健福祉局健康推進課 

令和７年度集団検診にかかる予約受付開始日の変更について 

 

１ 目的 

  令和３年度より集団検診の予約制を導入し、予約受付開始日を検診実施日の前月３日と

しているが、受付開始日に受診希望者の電話やインターネットによる申込が集中して予約

が取りにくい状況となっている。 

  予約申込の集中を避け、より多くの市民の検診予約・受診につなげていくため、令和７年

４月１日より、予約開始日を「検診実施日の前月３日」から「検診実施日の３ヶ月前」へ変更

し、市民の利便性の向上を図るもの。 

 

２ 変更内容 

   下記のとおり受付開始日を変更する。 

現 行…検診実施日の前月３日（３日が土・日・祝日・年末年始の場合は翌平日） 

変更後…検診実施日の３ヶ月前※の同日（３ヶ月前に当たる日が土・日・祝日・年末年

始の場合は翌平日） 

    ※例外として、令和７年５～６月検診実施分については３ヶ月に満たないが、令和７年４月１日

から受付を開始する。 

 

 【参考】 別紙参照 

・令和７年３月３１日（月）までは現行どおり（３月３日（月）より４月実施分を受付）。 

・令和７年４月１日（火）より、３ヶ月先の検診実施日の予約を受付。 

（例：検診実施日が令和７年７月１０日（木）の場合、４月１０日（木）から予約を受付。 

   検診実施日が令和７年７月３１日（木）の場合、５月１日（木）から予約を受付。 

 

３ 適用予定日 

   令和７年４月１日（火） 

 

４ 広報 

   市政だより    …３月１５日号予定（健康推進課より市版への掲載依頼） 

   市ホームぺージ …３月上旬 

   市健康づくりアプリ「GO!GO! あるくっちゃ KitaQ」掲載 

   チラシ等の配布 

 

５ その他 

・3 ヶ月前に予約したが検診日を忘れないか？ 

⇒これまでどおり、電話予約者へはハガキ、ＷＥＢ予約者へはリマインドメールで受診

日時をお知らせします（メールは３営業日前、ハガキは受診日に近い日にちに送付

できるよう調整中）。 
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令和７年３月１４日 

保健福祉局健康推進課 

・予約受付終了日について 

     ⇒変更なし。検診実施日の１０開庁日前（土・日・祝日・年始年始を除く）まで。 

  

 

＜参考＞今後の予定 

令和７年 ３月上旬 市ホームぺージへ、令和７年度集団検診日程、受付開始日の変更

について掲載【健康推進課】 

令和７年 ３月１５日 市政だより 3/15 号（市版）掲載予定【健康推進課】 

令和７年 ４月 １日 検診実施日の３か月先までの予約受付を開始【集団検診予約セン

ター】 

 

 

【問合せ先】 

保健福祉局健康推進課 

担当 出口、富高、中村 

電話 ５８２－２０１８
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別　紙

電話受付

4/14（月）～

ネット受付

4/1２（土）～

4月は31日が

ないので、翌平

日へ後ろ倒し。

電話受付

5/7（水）～

ネット受付

５/４（日）～

1 水 1 土 1 土 1 火 R7.5.1～7.1分受付 1 木 1 日 1 火 1 金

2 木 2 日 2 日 2 水 　　　　～7.2分受付 2 金 2 月 2 水 2 土

3 金 3 月 R7.3.1～3.31分受付 3 月 R7.4.1～4.30分受付 3 木 　　　　～7.3分受付 3 土 3 火 3 木 3 日

4 土 4 火 4 火 4 金 　　　　～7.4分受付 4 日 4 水 4 金 4 月

5 日 5 水 5 水 5 土 　※～7.5分受付 5 月 5 木 5 土 5 火

6 月 R7.2.1～2.28分受付 6 木 6 木 6 日 　※～7.6分受付 6 火 6 金 6 日 6 水

7 火 7 金 7 金 7 月 　　　　～7.7分受付 7 水 7 土 7 月 7 木

8 水 8 土 8 土 8 火 　　　　～7.8分受付 8 木 8 日 8 火 8 金

9 木 9 日 9 日 9 水 　　　　～7.9分受付 9 金 9 月 9 水 9 土

10 金 10 月 10 月 10 木 　　　　～7.10分受付 10 土 10 火 10 木 10 日

11 土 11 火 11 火 11 金 　　　　～7.11分受付 11 日 11 水 11 金 11 月

12 日 12 水 12 水 12 土 　※～7.12分受付 12 月 12 木 12 土 12 火

13 月 13 木 13 木 13 日 　※～7.13分受付 13 火 13 金 13 日 13 水

14 火 14 金 14 金 14 月 　　　　～7.14分受付 14 水 14 土 14 月 14 木

15 水 15 土 15 土 15 火 　　　　～7.15分受付 15 木 15 日 15 火 15 金

16 木 16 日 16 日 16 水 　　　　～7.16分受付 16 金 16 月 16 水 16 土

17 金 17 月 17 月 17 木 　　　　～7.17分受付 17 土 17 火 17 木 17 日

18 土 18 火 18 火 18 金 　　　　～7.18分受付 18 日 18 水 18 金 18 月

19 日 19 水 19 水 19 土 　※～7.19分受付 19 月 19 木 19 土 19 火

20 月 20 木 20 木 20 日 　※～7.20分受付 20 火 20 金 20 日 20 水

21 火 21 金 21 金 21 月 　　　　～7.21分受付 21 水 21 土 21 月 21 木

22 水 22 土 22 土 22 火 　　　　～7.22分受付 22 木 22 日 22 火 22 金

23 木 23 日 23 日 23 水 　　　　～7.23分受付 23 金 23 月 23 水 23 土

24 金 24 月 24 月 24 木 　　　　～7.24分受付 24 土 24 火 24 木 24 日

25 土 25 火 25 火 25 金 　　　　～7.25分受付 25 日 25 水 25 金 25 月

26 日 26 水 26 水 26 土 ※～7.26分受付 26 月 26 木 26 土 26 火

27 月 27 木 27 木 27 日 ※～7.27分受付 27 火 27 金 27 日 27 水

28 火 28 金 28 金 28 月 　　　　～7.28分受付 28 水 28 土 28 月 28 木

29 水 29 土 29 火 ※～7.29分受付 29 木 29 日 29 火 29 金

30 木 30 日 30 水 ～7.30・31分受付 30 金 30 月 30 水 30 土

31 金 31 月 3/31まで4月分受付 31 土 31 木 31 日

※ネットのみ受付

2025年 年間スケジュール表
5月 6月 7月 8月1月 2月 3月 4月
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（ 公 印 省 略 ） 

北九保健健第１５５２号 

                          令和 7 年３月２４日 

 

市民センター館長様 

 

北九州市保健福祉局  

健康推進課長  奥 栄治 

 

 

集団検診予約受付開始日の変更について 

 

 

 時下、ますます御清祥のことと御慶び申し上げます。 

 平素より、本市の検診業務に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和７年４月より、本市集団検診の予約受付開始日を変更することとなりま

した。 

つきましては、周知用チラシを送付いたしますので、貴市民センターにてチラシを設置

いただきます様ご協力よろしくお願い申し上げます。 

  

連絡先   
保健福祉局健康医療部健康推進課健診係 
電話 （０９３）５８２－２０１８ 
担当  出口・富高・中村 
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令和７年３月１４日  

各市民センター館長    様 

各まちづくり協議会会長 様 

各地域交流センター館長 様 

保健福祉局認知症支援・介護予防課  

課長 仲山 智恵  

 

新しい介護予防・健康づくり事業（ケア・トランポリン教室）の事業終了について 

 

 新しい介護予防・健康づくり事業におけるケア・トランポリン教室については、令

和元年度から福岡県の補助金を活用して実施してまいりましたが、補助要件が見

直されることに伴い、令和６年度をもって事業を終了することになりました。 

 これまで、会場確保等教室開催にご協力いただきありがとうございました。 

 今後は、既存の介護予防事業の充実強化を図ってまいりますので、引き続きご協

力のほどよろしくお願いします。 

なお、令和７年度の当課主催の介護予防教室は、下記のとおり実施予定です。 

また、高齢者の通いの場へ専門職を派遣する「サロンで健康づくり」も実施して

おりますので、ご活用ください。 

チラシができましたら随時送付させていただきますので、市民の皆様へご案内

のほどよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 令和７年度介護予防教室（予定） 

  筋力向上トレーニング啓発教室：全１１回×各区２～５教室 

  頭と体のいきいきトレーニング教室：全１０回×各区１～２教室 

  きたきゅう体操教室：全４回×各区１教室 

  ひまわり太極拳教室：全４回×各区１教室 

  公園で健康づくり教室：全２回×市内３教室 

 

２ 問合せ先 

  保健福祉局認知症支援・介護予防課 

  担当：澤野・諸冨 

  電話：５２２－８７６５ 
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